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３．除塵設備 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

３
除
塵
設
備 

①
レ
ー
キ
形
回
動
式
（
製
作
） 

1. 本体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

全幅（a） ○±５ ﾚｰｷｶﾞｲﾄﾞ間隔を前後上・中・下各３箇所測定す
る。 

Ｂ 

 

ｴﾌﾟﾛﾝ幅(b) ○±５ 上下２箇所を測定する。 
 

Ｂ 

 

受桁の間隔
(c) 

○±５ 各受桁の間隔を左右測定する。 
 

Ａ 受桁の長さ
(d) 

○±５ 各受桁の長さを測定する。 
 

Ａ ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ幅
(e) 

○±３ 上・中・下各３箇所の内幅を測定する。 
 

Ａ 対角長の差
(f) 

１０ ﾚｰｷｶﾞｲﾄﾞ対角長の差(f1-f2)を測定する。 
 

Ａ 据付斜距離
(g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○±５ 
 

左・右の斜距離を測定する。 
 

Ａ ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ芯間
(h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○±３ 左・右各１箇所測定する。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１ 
 

 

 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

３
除
塵
設
備 

①
レ
ー
キ
形
回
動
式
（
製
作
） 

2. スクリーン Ａ 全幅(a) ○±５ 
 

上・中・下各１箇所を測定する。 

Ａ 全高(b) ○±５ 
 

左・中・右各１箇所を測定する。 

Ａ 対角長の差
(c) 

１０ 対角基準点間の長さの差(c1-c2)を測定する。 

Ｂ ねじれ･曲が
り(d) 

５ 左・中・右の各上・中・下計９箇所を測定する。 

Ａ ｽｸﾘｰﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ
(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○±２ 上・中・下各測線で１ｍﾋﾟｯﾁ（左中右）で測定
する。 

Ａ ｴﾌﾟﾛﾝとの段
差(f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○±３ ｽｸﾘｰﾝ上面とｴﾌﾟﾛﾝ面の段差を左・中・右３箇所
測定する。 

Ｂ ｴﾌﾟﾛﾝとの間
隙(g) 
 
 
 
 
 
 
 
 

○±５ ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙとｴﾌﾟﾛﾝとの間隙を左・中・右３箇所測
定する。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１  

 

 

様式１－１  

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

様式１－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

様式１－１ 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

３
除
塵
設
備 

①
レ
ー
キ
形
回
動
式
（
製
作
） 

3. レーキ Ａ 全幅(a) 
 

○±５ １箇所を測定する。 
 
 

Ａ 爪ﾋﾟｯﾁ(b) ○±２ １ｍﾋﾟｯﾁ（左中右）で測定する。 
 
 

Ｂ 奥行(c) ○±３ 左・中・右各１箇所を測定する。 
 
 

Ｂ 爪長(d) ○±３ 左・中・右各１箇所を測定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 補助スク 
リーン 

Ａ 全幅(a) 
 

○±５ 上下各１箇所を測定する。 

Ｂ 全高(b) ○±１０ 左・中・右各１箇所を測定する。 

Ｂ 
 
 

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ全
長(c) 

○±５ １箇所を測定する。 

Ｂ 
 
 

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ全
幅(d) 

○±５ 左・右各１箇所を測定する。 

Ｂ 
 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ全
幅(e) 

○±５ 左・中・右各１箇所を測定する。 

Ａ 
 

ｽｸﾘｰﾝﾊﾞｰﾋﾟｯﾁ
(f) 

○±２ 左・中・右各１箇所を測定する。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１ 
 
 

 

 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 

 

 

様式１－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

様式１－１ 
 

 
 

 

様式１－１ 
 

 
 

様式１－１ 
 

 
 
 

様式１－１ 
 

 
 
 

様式１－１ 
 

 
 
 

様式１－１ 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

３
除
塵
設
備 

②
ネ
ッ
ト
形
回
動
式
（
製
作
） 

1. 本体 Ａ 
 

ﾊｳｼﾞﾝ

ｸﾞﾌﾚｰﾑ 

上部幅 

 

(a1) 

 

○±５ 左右2箇所を測定する。 

(a2) ○±５ 前後2箇所を測定する。 

Ａ 
 
 

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌﾚｰﾑ下

部幅(b) 

○±５ 前後2箇所を測定する。 
 
 

Ａ 
 
 

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌﾚｰﾑ上

部全長(c) 

○±５ 左右2箇所を測定する。 
 
 

Ａ 
 
 

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌﾚｰﾑ下

部全長(d) 

○±５ 左右2箇所を測定する。 
 
 

Ｂ 
 
 

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌﾚｰﾑの

高さ(e) 

○±３ 前後各2箇所（左右）を測定する。 
 
 

Ｂ 
 

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌﾚｰﾑの

高低差 

５  
 
 

Ａ 
 

ﾌﾚｰﾑ全高(f) ○±５ 前後各2箇所（左右）を測定する。 
 
 

Ｂ 
 

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌﾚｰﾑ受

台幅(g) 

○±５ 左右2箇所を測定する。 
 
 

Ｂ 
 

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾌﾚｰﾑ受

台長(h) 

○±５ 前後2箇所を測定する。 
 
 

Ｂ 
 

支持桁間隔(i) ○±５ 各支持桁間隔を左右で測定する。 
 
 

Ａ 
 

ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ間隔

(j) 

○±３ 前後ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ間隔を測定する。 
 
 

Ａ 
 

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾚｰﾑ幅

(k) 

○±３ 前後ｶﾞｲﾄﾞﾌﾚｰﾑ内幅を上中下3箇所測定する。 
 
 

Ａ ﾁｪｰﾝﾛｰﾗ溝幅

(l) 

○±３ 前後ﾁｪｰﾝﾛｰﾗ溝幅を上中下3箇所測定する。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１ 
 

 
 

 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１  
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

３
除
塵
設
備  

②
ネ
ッ
ト
形
回
動
式
（
製
作
） 

2. 止水板 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ ﾌﾚｰﾑ上
部幅 

ａ1 ○±５ 止水板ﾌﾚｰﾑの上部幅（前）を測定する。 

ａ2 止水板ﾌﾚｰﾑの上部幅（後）を測定する。 

ａ3 止水板ﾌﾚｰﾑの上部幅（左）を測定する。 

ａ4 止水板ﾌﾚｰﾑの上部幅（右）を測定する。 

Ａ ﾌﾚｰﾑ下
部幅 
 
 

ｂ1  
○±５ 

止水板ﾌﾚｰﾑの下部幅（前）を測定する。 

ｂ2 止水板ﾌﾚｰﾑの下部幅（後）を測定する。 

ｂ3 止水板ﾌﾚｰﾑの下部幅（左）を測定する。 

ｂ4 止水板ﾌﾚｰﾑの下部幅（右）を測定する。 

Ａ ﾌﾚｰﾑ全高(c) ○±５ 前後ﾌﾚｰﾑの全高を測定する。 
 

Ｂ 支持桁間隔
(d) 

○±５ 各支持桁間隔を左右で測定する。 
 

Ｂ ﾍﾞｰｽプレート間

隔(e) 

○±５ 各ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ間隔を左右で測定する。 
 

Ａ 止水板
幅 

ｆ1 ○±５ 各止水板の上１箇所を測定する。 

ｆ2 各止水板の下１箇所を測定する。 

Ａ 止水板高さ
(g) 

○±５ 各止水板の左右各１箇所を測定する。 
 
 
 
 
 
 

3. 架台 Ｂ 
 

架台長(a) ○±１０ 左右２箇所を測定する。 

Ａ 
 

架台幅(b) ○±１０ 架台幅を測定する。 

Ａ 
 

支柱高(c) ○±１０ 各支柱の高さを測定する。 

Ａ 
 

手摺高(d) ○±１０ 始終点及びスパン中央部を測定する。 

Ｂ 
 

ﾀﾗｯﾌﾟ幅(e) ○±１０ 上中下３箇所を測定する。 

Ｂ 
 

ﾀﾗｯﾌﾟ長(f) ○±１０ 左右２箇所を測定する。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１ 
 
 

 

 

 

 

様式１－１ 
 
 

 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 
 
 
 
 
 

 

様式１－１ 
 

 

 

 

様式１－１  

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 - 418 - 

 

工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

３
除
塵
設
備  

③
搬
送
設
備
（
製
作
） 

1. 水平コン 
ベヤ 

Ａ ﾌﾚｰﾑ長(a) ○±８ 左右各１箇所を測定する。 
 

Ｂ 
 

ｽｶｰﾄ長(b) ○±８ 左右各１箇所を測定する。 
 

Ａ ﾌﾚｰﾑ幅(c) ○±５ ヘッド・テール・中央部を測定する。 
 

Ａ 
 

ｽｶｰﾄ高 
 
 
 

(d1) 

 

○±５ 左側ヘッド・テール・中央部３箇所を測定する。 

(d2) 

 

○±５ 右側ヘッド・テール・中央部３箇所を測定する。 

Ｂ ﾌﾚｰﾑ高(e) ○±５ 各支柱ﾌﾚｰﾑの高さを測定する。 
 

Ｂ ﾌﾚｰﾑの高低差
(f) 

５ 左右ﾌﾚｰﾑの高低差(f1-f2)を測定する。 
 

Ｂ ベルト有効幅
(g) 

○±５ スカート両下端部間の距離（コンベヤベルト有
効幅）をヘッド・テール・中央部の３箇所測定
する。 
 
 
 
 
 

2. 傾斜コン 
ベヤ 

Ａ ﾌﾚｰﾑ長(a) ○±８ 左右各１箇所を測定する。 
 

Ｂ 
 

ｽｶｰﾄ長(b) ○±８ 左右各１箇所を測定する。 
 

Ａ ﾌﾚｰﾑ幅(c) ○±５ ヘッド・テール・中央部を測定する。 
 

Ａ ｽｶｰﾄ高(d) ○±５ 左右各ヘッド・テール・中央部３箇所を測定す
る。 
 

Ｂ 
 

ﾌﾚｰﾑ高(e) ○±５ 各支柱ﾌﾚｰﾑの高さを測定する。 
 

Ｂ 
 
 

ﾌﾚｰﾑの高低差
(f) 

５ 左右ﾌﾚｰﾑの高低差(f1-f2)を測定する。 
 

Ａ 
 

歩廊長 
 
 

(g1) ○±１０ 各歩廊の各長さを測定する。 
 (g2) 

(g3) 

Ａ 
 

歩廊幅(h) ○±５ ヘッド・テール・中央部３箇所測定する。 

Ｂ 
 

手摺高(i) ○±５ ヘッド・テール・中央部３箇所測定する。 
 

Ｂ ベルト有効幅
(j) 

○±５ スカート両下端部間の距離（コンベヤベルト有
効幅）をヘッド・テール・中央部の３箇所測定
する。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
に よ る も の 

様式１－１ 
 

 

 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 
 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 
 
 
 
 
 

 

様式１－１ 
 

 

 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１ 
 

 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

３
除
塵
設
備  

④
貯
留
設
備
（
製
作
） 

1. ホッパ Ａ 
 

本体寸法(a) ○±５ ４辺の寸法を測定する。 
 

Ａ 
 

架台幅(b) ○±１０ 前後を測定する。 
 

Ａ 
 

架台長(c) ○±１０ 左右を測定する。 
 

Ｂ 
 

支柱間隔(d) ○±１０ ４辺の寸法を測定する。 
 

Ｂ 
 

桁間隔(e) ○±１０ ４辺の桁間隔を測定する。 
 

Ａ 
 
 

支柱長(f) 
 

○±１０ 前後・左右の支柱長を測定する。 
（分割の場合は各部材毎に測定する。） 
 

Ｂ 
 

ｶﾊﾞｰ高(g) ○±５ ４辺を測定する。 
 

Ｂ 
 

ｶﾊﾞｰ開口部
(h) 

○±５ 上下２箇所を測定する。 
 

Ｂ 
 

手摺高(i) ○±１０ ４辺の中央部を測定する。 
 

Ｂ 
 

手摺開口部
(j) 

○±５ 上下２箇所を測定する。 
 

Ａ 
 

ゲート最下点
までの高さ
(k) 

○±１０ 床面よりゲート最下点までの高さを測定する。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１ 
 

 

 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 
 

 
 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

k 
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工  種 分類 
 
項  目 

 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

３
除
塵
設
備  

①
レ
ー
キ
形
回
動
式
（
据
付
） 

1. レーキ形 
回動式 

Ａ 上部据付寸法
(a) 

○±８ 据付基準線からの寸法を左右測定する。 
 

Ａ 下部据付寸法
(b) 

○±８ 据付基準線からの寸法を左右測定する。 
 

Ａ ｶﾞｲﾄﾞﾌﾚｰﾑ幅
(c) 

○±３ 上下流の寸法を測定する。 
 

Ａ 据付高さ(d) ○±８ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄまでの垂直高さを左右測定する。 
 

Ａ ﾌﾚｰﾑの左右高
低差(e) 

５ 
 
 
 
 

 

ﾌﾚｰﾑﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ上面の高さ(e1-e2)を測定する。 
 
 
 
 
 

③
搬
送
設
備
（
据
付
） 

2. 水平コン 
ベヤ 

Ａ 据付寸法(f) ○±８ 据付基準線からコンベヤ中心までの寸法を左右
測定する。 
 

Ａ ﾌﾚｰﾑ全長(g) ○±８ ﾌﾚｰﾑ長さを左右測定する。 
 

Ａ 
 

ﾌﾚｰﾑの左右高
低差(h) 
 

５ ﾌﾚｰﾑﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ上面の高さ(h1-h2)を測定する。 
  
  
  

3. 傾斜コン 
ベヤ 

Ａ 
 

据付寸法(i) ○±８ 据付基準線からコンベヤ中心までの寸法を左右
測定する。 
 

Ａ 
 

ﾌﾚｰﾑ全長(j) ○±８ ﾌﾚｰﾑ長さを左右測定する。 
 

Ａ 
 
 
 
 

ﾌﾚｰﾑの左右高
低差(k) 

５ ﾌﾚｰﾑﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ上面の高さ(k1-k2)を測定する。 
  
   
  
  

④
貯
留
設
備
（
据
付
） 

４．ホッパ Ａ 
 

据付寸法（l） ○±８ 据付基準線からの寸法を上下流で測定する。 

Ｂ 
 

架台据付高
(m) 

○±１０ 仕上床面からの高さを測定する。 
 

Ａ 
 

ｹﾞｰﾄ据付高
(n) 
 

○±１０ 仕上床面からｹﾞｰﾄ最下点までの高さを測定す
る。 

Ａ 
 
 
 
 

 
 

架台の高低差
(o) 

５ 各支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ上面の高さ(o1-o2)を測定す
る。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１ 
 

 

 

 

 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１  
 

様式１－１ 
 
 
 

 
 
 
 

様式１－１ 
 
 

 

様式１－１  

様式１－１ 
 
 
 
 

 

様式１－１  
 

様式１－１ 
 

 

様式１－１  
 

様式１－１  
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

３
除
塵
設
備  

②
ネ
ッ
ト
形
回
動
式
（
据
付
） 

1. ネット形回 

動式 

Ａ 本体据付寸法
(a) 

○±１０ 据付基準線からの距離を左右測定する 
 

Ｂ 支持架台水平
度(b) 

○±５ 架台の据付高さ（ＥＬ）を４箇所測定する 
 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理橋据付寸
法(c) 

○±１０ 据付基準線から管理橋（操作台）までの距離を
前後左右測定する 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１ 
 

 

 

 

 

様式１－１ 
 

 

様式１－１ 
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４．鋼橋上部工 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
製
作
） 

１
．
部
材 

（
１
）
桁
製
作
工 

Ｂ 1.フランジ幅 

2.腹板高 

3.腹板間隔 

ｂ≦0.5 

◯±２ 

0.5＜ｂ≦1.0 

◯±３ 

1.0＜ｂ≦2.0 

◯±４ 

2.0＜ｂ 

◯±（3＋ｂ/2） 

プレートガーダ トラス・アーチ等 

（主桁・主構） 

各支点及び支間中央付近を測定する。 

（床組など） 

構造別に５部材につき１個抜き取った部材の中央

付近を測定する。 

ｂ：フランジ幅(ｍ)、ｈ：腹板高(ｍ)、 

ｂ´：腹板間隔(ｍ) 

※ｂはｂ、ｈ、ｂ´を代表したもの 

Ｂ 4.

板 

の 

平 

面 

度 

 

δ 

(1)ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞ 

ｰﾀﾞ及びﾄﾗｽ

などの部材

の腹板 

ｈ／250 

 

 

 

 

（主桁） 

各支点及び支間中央付近を測定する。 

ｈ ：腹板高(ｍｍ) 

ｂ´：腹板またはリブ間隔(ｍｍ) 

ｂ ：フランジ幅(ｍｍ) 

(2)箱桁及

びﾄﾗｽなど

のﾌﾗﾝｼﾞ、鋼

床版のﾃﾞｯｷ

ﾌﾟﾚｰﾄ 

ｂ´／150 

Ｂ 5. フランジの直 

角度 

δ 

ｗ／100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 6.

部  

材  

長 

(1) プレー 

トガーダ 

Ｌ≦10 ◯±３ 

Ｌ＞10 ◯±４ 

 

 

 

主部材全数を測定する。 

Ｌ：部材長(ｍ) 

 

(2) ト ラ

ス・アーチ

等 

Ｌ≦10 ◯±２ 

Ｌ＞10 ◯±３ 

 

(3)伸縮継

手 

Ｗ≦10 

◯＋10 ◯－５ 

Ｗ＞10 

◯＋(5＋ｗ/2) 

◯－５ 

 

 

 

全数測定する。 

Ｗ：車道幅員(ｍ) 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

適  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 
（プレートガーダ）     （箱桁形式） 
 
 
 
 
 
 

 

 

様式１－１   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

様式１－１   

 

 

 

 

 

 

プレートガーダ       箱桁形式 

 

様式１－１   

 

 

 

 

 

 

仮組立を実施

する部材につ

いては省略で

きる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｂ ́    

δ   

 

 

δ ｈ 

 

 ｂ  

ｈ ｈ

ｂ ′  ｂ  
 

 
ｗ  δ  

δ  

ｗ  

 

 

Ｌ Ｌ 

・ ・ 
・ ・ 

・ ・ 
・ ・ 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
製
作
） 

１
．
部
材 

（
１
）
桁
製
作
工 

（
２
）
付
属
物
製
作
工 

Ｂ 

 

 

 

7. 圧縮材の曲が 

り 
δ 

Ｌ／1,000 プレートガーダ トラス・アーチ等 

－ 主要部材全数を測定する。 
Ｌ：部材長(mm) 

Ｂ 1.

部  

材  

長 

(1)鋼製耐 

震連結装

置、鋼製排 
水管、橋梁

用防護柵、

検査路 

Ｌ≦10 ◯±３ 

Ｌ＞10 ◯±４ 
 

全数測定する。 

なお、仮組立において本体との取合いを確認する場

合，省略することができる。 
Ｌ：部材長(ｍ) 

 

２
．
仮
組
立 

Ａ 1. 全長・支間長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯±(10＋Ｌ／10) 主桁・主構全数を測定する。 
Ｌ：全長または支間長(ｍ) 

Ａ 2. 主桁・主構の 

中心間距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ≦２ 

◯±４ 

Ｂ＞２ 

◯±（3＋Ｂ/2） 

各支点、各支間中央付近を測定する。 
Ｂ：主桁・主構の中心間隔距離(ｍ) 

Ａ 3. 主構の組立高 

さ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ≦５ 

◯±５ 

Ｈ＞５ 

◯±(2.5＋H/2) 

－ 両端、中央部を測定する。 

Ｈ：主構の組立高さ(ｍ) 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

適  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

様式１－１    

様式１－１    

様式１－１   

 

 

様式１－１    

 

　

　 　

 
全 　 長  

全 　 　 　 　 　 長

　 Ｌ  Ｌ Ｌ  Ｌ

 

 

δ

Ｌ  
 

 

Ｂ  

   

Ｈ   
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
製
作
） 

２
．
仮
組
立 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 主桁・主構の 

通り 

δ 

Ｌ≦100 

５＋Ｌ／５ 

Ｌ＞100 

 ２５ 

プレートガーダ トラス・アーチ等 

最も外側の主桁または主構について支点及び支間

中央の１点を測定する。 
Ｌ：測線長(ｍ) 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 主桁・主構の 

そり 

δ 

Ｌ≦20 

 ◯－５ ◯＋５ 

20＜Ｌ≦40 

 ◯－５ ◯＋10 

40＜Ｌ≦80 

 ◯－５ ◯＋15 

80＜Ｌ≦200 

 ◯－５ ◯＋25 

各主桁について 10ｍ程

度の間隔に測定する。 

Ｌ：支間長(ｍ) 

各主構の各格点を測定

する。 

Ｌ：支間長(ｍ) 

 

Ａ 6. 主桁・主構の 

橋端におけ 

る出入り差 

δ 

 

 

 

 

 

 

１０ どちらか一方の主桁（主構）端を測定する。 

Ａ 7. 主桁・主構の 

鉛直度 

  δ 

３＋Ｈ／1,000 

      

各主桁の両端部を測定

する。 
Ｈ：主桁の高さ(mm) 

支点、支間の中央付近を

測定する。 

Ｈ：主桁・主構の高さ

(mm) 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１    

 

Ｈ
δ

 

主
げ
た

Ｌ δ

 

 上フランジ 

下フランジ 
Ｌ 

δ 

 

 δ  

主
げ
た
及
び
主
構 
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
製
作
） 

２
．
仮
組
立 

Ａ 8. 現場継手部の 

すき間 

δ1、δ2 

５ 

※◯±５ 
プレートガータ  ゙ トラス・アーチ等 

主桁・主構の全継手数の１／２を測定する。 
ただし、桁１本当たり１箇所以上の測定とする。 
 
※は耐候性鋼材（裸使用）の場合 

Ａ 9. 平面対角線長 ｜δ｜≦15 １径間を測定する。 

δ：対角線長の差(mm) 

 

 

 

 

Ｂ 10. 

伸

縮

装

置 

(1) 組合せ 

る伸縮装置

との高さの

差 

δ1 

 

 

 

 

 

 

◯±４ 両端部および中央部付近を測定する。 

(2)フィン

ガーの食い

違い 

δ2 

２ 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

様式１－１   

 

 

 

 

 

 

様式１－１    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

δ １

δ ２  

 

δ1 

 

 

δ2 
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
製
作
） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プレートガータ  ゙ トラス・アーチ等 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

 

 

項目 

仮組立実施 仮組立簡略 

(ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ等) 

仮組立省略 

工場 現場 工場 現場 工場 現場 

部材（桁製作工）       

 ﾌﾗﾝｼﾞ幅,腹板高，腹板間隔 ◎  ◎  ◎  

 板の平面度 ◎  ◎  ◎  

 ﾌﾗﾝｼﾞの直角度 ◎  ◎  ◎  

 部材長 ◎※1  ◎  ◎  

 圧縮材の曲がり ◎  ◎  ◎  

部材（付属物製作工）       

 部材長 ◎※2  ◎  ◎  

仮組立       

全長･支間長 ◎ ◎ 〇 ◎  ◎ 

主桁･主構の中心間隔 ◎ ◎ 〇 ◎  ◎ 

主構の組立高さ ◎  〇  ◎  

主桁･主構の通り ◎  〇   ◎ 

主桁･主構のそり ◎ ◎ 〇 ◎  ◎ 

主桁･主構の橋軸における出入り差 ◎  〇   ◎ 

主桁･主構の鉛直度 ◎  〇   ◎ 

現場継手部のすき間 ◎ ◎ 〇 ◎  ◎ 

平面対角線長 ◎  〇 ◎  ◎ 

伸縮装置：組合る伸縮装置との高さの差 ◎  ×  ×  

   〃  ：ﾌｨﾝｶﾞｰの食い違い ◎  ×  ×  

◎は実測による確認，○はｼｭﾐﾚｰｼｮﾝなどによる計算値 

 

 ※１ 仮組立を実施する部材は省略できる。 

 ※２ 仮組立時に取り合いを確認できる場合，省略できる。 
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
架
設
） 

１
．
支
承 

Ｂ 
 
 

1. 据付高さ 

  (ａ) 

 

(鋼製・ｺﾞﾑ支承) 

◯±５ 

支承全数を測定する。 

なお，ゴム支承の場合，上部構造部材下面とゴム支

承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの

接触面に肌すきがないことを確認する。 

Ｂ：支承中心間隔（ｍ） 

 

Ｂ 
 
 
 
 

2. 可動支承の 

橋軸方向 

のずれ 

  (ｇ) 

 

(鋼製・ｺﾞﾑ支承) 

◯±10 

Ｂ 
 
 
 
 
 

3. 支承中心間 

隔（橋軸直 

角方向） 

  (ｃ) 

 

 

(鋼製支承の場合) 

４＋0.5×（Ｂ 

－２）以下 

(ｺﾞﾑ支承の場合) 

◯±10 

Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.

下 

沓 

の 

水 

平 

度 

(1) 橋軸

方向 

 (ｄ) 

 

(鋼製支承の場合) 

１／100以下 

 

(ｺﾞﾑ支承の場合) 

１／300 

ただし，5mm以下 
(2) 橋軸

直角方向 

(ｅ) 

 

Ｂ 5. 同一支承 

線上の可 

動支承の 

ずれの相 

対誤差 

(鋼製・ｺﾞﾑ支承) 

◯±５ 

Ａ 6. 変位制限移 

動装置の 

遊間長 

  (ｂ) 

(鋼製・ｺﾞﾑ支承) 

機能上、支障がない 

こと 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１   

様式１－１   

様式１－１   

様式１－１ 

 

 

 

 

  

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

水平位置 

 

ａ 

ｄ.ｅ 

上沓 

 
下沓 

支承板 

 

 ｂ 

固定側支承 

 

   

  

固定側支承   ｇ   

橋 

台 

ｃ 3 

 

ｃ 1 

ｃ 2 

可動側支承 
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工 種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
架
設
） 

３
．
伸
縮
装
置
（
鋼
フ
ィ
ン
ガ
ー
ジ
ョ
イ
ン
ト
） 

Ｂ 1. 表面の凹凸 ３以下 

 

 

高さについては車道端部，中央部を測定する。 

縦方向及び横方向間隙は両端，中央部を測定する。 

Ａ 2. 歯型板面の 

歯咬み合 

い部の高 

低差 

   ｈ 

２以下 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.縦方向間隔 

   (t) 
◯±２ 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.横方向間隔 

(d) 
◯±５ 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.仕上げ高さ 

 

舗装面に対し 

０ ◯－２ 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１ 

 

  

 

 

様式１－１   

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                ｔ1 

 
 
 
                   ｔ2  

                ｄ1 

 
 
 
                   ｄ2  

 高 さ  

舗 装 面  

   ｈ   
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
架
設
） 

４
．
伸
縮
装
置
（
ゴ
ム
ジ
ョ
イ
ン
ト
） 

Ｂ 1.表面の凹凸 ３以下 両端及び中央部付近を測定する。 

Ｂ 2.仕上げ高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装面に対し 

０ ◯－２ 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高さ 

舗装面 
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
架
設
） 

５
．
桁
架
設 

Ａ 1. 全長・支間 

長 
◯±(10+Ｌ/10) 各桁毎に全数測定する。 

Ｌ：全長または支間長（ｍ） 

Ａ 2. 桁・トラス 

の中心間 

距離 

Ｂ≦２ 

◯±４ 

Ｂ＞２ 

◯±(3＋Ｂ/2) 

一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定す

る。 

Ｂ：主桁・主構の中心間距離（ｍ） 

Ａ 3. キャンバー

δ 

Ｌ≦40ｍ 

◯±25 

Ｌ＞40ｍ 

◯±｛25＋（Ｌ 

－40）｝ 

 

 

 

(プレートガーダ) 

各主桁について10ｍ程度の間隔に測定する。 

(トラス・アーチ等) 

各主構の各格点を測定する。 

Ｌ：全長または支間長（ｍ） 

なお，桁架設完了時，床版打設完了時，高欄地覆舗装

完了時にそれぞれ測定する。 

Ｂ 4. 現場継手部 

のすき間 

δ1，δ2 

５ 

※◯±５ 

 

主桁，主構の全継手数の１／２を測定する。 

ただし．桁１本当たり１箇所以上とする。 

 

※は耐候性鋼材（裸使用）の場合 

Ａ 5. 高力ボルト 

締付軸力 

(1)トルク法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)耐力点法 

◯±10％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各ボルト群から10％測定する。 

            （単位：ＫＮ） 

 

 

 

セット ねじの 

呼び径 

設計ﾎﾞﾙﾄ 

軸 力 

 

F8T 

B8T 

Ｍ20 133 

Ｍ22 165 

Ｍ24 192 

F10T 

S10T 

B10T 

Ｍ20 165 

Ｍ22 205 

Ｍ24 238 

トルク法による締付け軸力は，設計軸力の10%増とする。 

 

表に示す締付け

ボルト軸力の範

囲に入らなけれ

ばならない 

 

 

 

 

 

１ロットにつき５組測定 

セット ねじの 

呼び径 

１製造ロットのセツト

の締め付けボルト軸力

の平均値 

F10T 

Ｍ20 0.196σy～0.221σy 

Ｍ22 0.242σy～0.273σy 

Ｍ24 0.282σy～0.318σy 
 

σy：ﾎﾞﾙﾄ試験片の耐力（N/mm２）JIS４号試験片による。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 

  

様式１－１   

様式１－１    

様式１－１   

 

 

 

 

 

様式１－１    

 

 

 

 

様式１－１    

 

δ １

δ ２  

 上 フ ラ ン ジ  

下 フ ラ ン ジ  
Ｌ  

δ  
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
架
設
） 

 Ａ 6. トルシア形 

高力ボル 

トの締付 

ボルト軸 

力 

 

表に示すボルト

軸力の範囲に入

らなければなら

ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ロットにつき５組測定 

常温時（10～30℃）の締付けボルト軸力の平均値 

                （単位：ＫＮ） 

 セット ねじの 

呼び径 

１製造ロットのセツ

トの締め付けボルト

軸力の平均値 

 

S10T 

Ｍ20 172～202 

Ｍ22 212～249 

Ｍ24 247～290 

 

常温時以外（0～10℃，30～60℃）の締付けボルト軸力

の平均値 

（単位：ＫＮ） 

セット ねじの 

呼び径 

１製造ロットのセツ

トの締め付けボルト

軸力の平均値 

S10T 

Ｍ20 167～211 

Ｍ22 207～261 

Ｍ24 241～304 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１    
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
架
設
） 

６
．
鉄
筋
の
配
筋
（
床
版
工
） 

Ａ 1. 鉄筋の有 

効高さ 

 

◯±10 １径間あたり３断面（両端及び中央）測定する。 

なお，１断面の測定箇所は断面変化毎に１箇所とする。 

 

Ａ 2. 鉄筋のか 

ぶり 

 

設計値以上 

Ａ 3. 鉄筋間隔 

 

 

 

 

 

◯±20 １径間あたり３断面（両端及び中央）測定する。 

１箇所の測定は，橋軸方向の鉄筋は全数，橋軸直角方

向の鉄筋は加工形状毎に２ｍの範囲を測定する。 
有効高さに不足

側の誤差がある

場合 

◯＋10 ◯－20 

 

７
．床
版
コ
ン
ク
リ
ー
ト（
床
版
工
） 

Ａ 1. 基準高 

 

 

◯±20 基準高は，１径間当たり３箇所で１箇所当たり両端及

び中央部測定する。 

幅は１径間当たり３箇所測定する 

厚さは型枠設置時におおむね 10ｍ２に１箇所測定す

る。なお，床版厚さは型枠検査をもって代える。 

 

Ｂ 2. 幅 

  

 

◯±30 

Ａ 3. 厚 さ 

  

◯－10 ◯＋20 

８
．
地
覆
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

Ｂ 1. 地覆幅 

 

◯＋13 

◯－20 

ただし，◯＋側は

参考値とする。 

１径間当たり両端と中央部の３箇所を測定する。 

Ｂ 2. 地覆高さ 

  

Ａ 3. 車道幅員

（有効幅員） 

 

 

◯±30 

９
．
高
欄 

Ｂ 1. 高 さ 

 

◯＋20 

◯－30 

ただし，◯＋側は

参考値とする。 

１径間当たり両端と中央部の３箇所を測定する。 

Ａ 2. 通り 

 

 

 

 

 

 

 

通りが良いこ

と。 

目視により確認する。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

様式１－１    

様式１－１    

様式１－１ 

 

  

 

 

 

様式１－１ 

 

   

 

 

様式１－１  

 

 

  

 

 

様式１－１  

 

  

 

様式１－１ 
 

 

  

 

様式１－１ 

 

 

   

様式１－１ 

 

 

 

   

 

 

様式１－３ 
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

４
鋼
橋
上
部
工
（
架
設
） 

（
１
）
シ
ー
ト
系
防
水
層 

10. 

橋 

面 

防 

水 

 

Ｂ 
 
 
 

1. 重ね幅 
 

◯＋５ ◯－２ 
 

300㎡を超えない範囲で１日１回 

（
２
）
塗
膜
系
防
水
層 

Ｂ 1. 仕上り 異常のないこ

と。また，塗布

量が設計値を満

足すること。 

 

塗りむら，気泡，キズがないことを，全面にわたり目

視により確認する。 

11. 

コ 

ン 

ク 

リ 

| 

ト 

舗 

装 

・ 

ア 

ス 

フ 

ァ 

ル 

ト 

舗 

装 

Ａ 1. 厚さ Ｃｏ舗装 

◯±10 

Ａｓ舗装 

各層◯±10 

全層◯±15 

ただし，◯＋は参

考値とする。 

500 ㎡に１個の割合でコアを取り，コア又はコアホー

ルにより測定する。 

ただし，橋面ｼｰﾄ系防水を施工する場合，コア抜きせず

に基準高により確認する。 

Ｂ 2. 幅 ◯±30 50ｍにつき１箇所測定する。 

上記未満は２箇所測定する 
Ｂ 3. 中心線の 

ずれ 
◯±50 

Ｂ 4. 延長 承諾値◯－0.1％ 

ただし，延長150

ｍ未満 

承諾値◯－150 

全長を測定する。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 平坦性 Ｃｏ舗装 

標準偏差 

σ=2.0mm以内 

Ａｓ舗装 

３ｍﾌﾟﾛﾌｲﾙﾒｰ

ﾀ標準偏差 

σ=2.4mm以内 

直読式標準偏

差 

σ=1.75mm以

内 

１車線につき，１側線全延長を中心線に平行に測定す

る。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－３  

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１   

様式１－１   

様式１－１ 
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５．水管橋上部工 
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

５
水
管
橋
上
部
工
（
製
作
） 

 1. Ｂ 

 

 

1. 主部材長 

  (L) 
◯±10 送水管について全数測定する。 

ただし、原管を定尺のまま使用する場合、省略するこ

とができる。 

 

 

部
材
（
送
水
管
） 

Ｂ 

 

 

2. 外径 

  (D) 

 

   

 
 

◯±１％×Ｄ 

 
ただし、管端部

は◯±0.5％×Ｄ 

送水管について，管両端を全数測定する。 

ただし，原管を使用する場合，省略することができる。 

 

Ｂ 3. 外周長 

   

500A以下 

◯±５ 

600A～900A 

◯±６ 

1,000A～1,500A 

◯±７ 

1,600A以上 

承諾図書によ

る。 

Ｂ 4. 真円度 1/200×Ｄ 

 

 
 
 
 
 
 

送水管について，管両端を全数測定する。 

ただし，原管を使用する場合，省略することができる。 

 

なお，補剛部材がついていない管を一点支持の状態で

測定する場合の自重による撓みは除く。 

 自重撓み＝13×10－１１×Ｄ４/ｔ２ 

Ｂ 5. 端面形状 

(1) 開先角度 

   (θ) 

(2) ﾙｰﾄﾌｪｲｽ 

   (a) 

承諾図書によ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

送水管について全数測定する。 

ただし，工場で開先加工を伴わない原管については省

略できる。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１  

 

 

 

 

（主部材長）        L 

 

 

 

 

 

 

 

（外周長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外径・真円度） 
           天 
 

 

      左         右 

 
 

           地 

 

（開先角度・ﾙｰﾄﾌｪｲｽ） 

θ 

 

  t 

 

              ａ 

 

 

 

 

様式１－１  

 

 

 

 

 

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１  
 
 
 
 
 
 
 

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2 

D1 
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

５
水
管
橋
上
部
工
（
製
作
） 

2. 

仮 

組 

立 

Ａ 

 

1. 全長及び支 

間長 

◯＋(10＋Ｌ／２) 

◯－５ 

 

 

 

 

 

 

 

パイプビーム形式 補剛形式 

全数測定する。 

Ｌ：全長又は支間長（ｍ） 

Ａ 2. 製作キャン 

バー 

Ｌ≦20 

◯＋１５ 

20＜Ｌ≦40 

◯＋２５ 

Ｌ＞40 

◯＋３５ 

◯－側は認めな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

ｷｬﾝﾊﾞｰの折曲がり点を測定する。 

Ｌ：支間長（ｍ） 

Ｂ 3. 軸心の曲が 

り 

5+Ｌ/5以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

１スパン毎の最大部を測定する。 

なお，左記については，参考値である。 

Ｌ：支間長（ｍ） 

Ａ 

 

4.

現

場

溶

接

継

手

部

の

隙

間 

(1) ﾙｰﾄｷﾞｬ 
ｯﾌﾟ 

 

 

 

 

承諾図書によ

る。 

継手毎に全数測定する。 

 

 

 



 - 457 - 

 

管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 製作キャンバー（製品最大許容値）

α   
α 2   

α 1   

ｘ   
製作キャンバー 

（設計値） 

Ｌ    
 

△支承 ▲組立用仮支点 

 

α1・α2……・・は次により算出した値を目安とする。 

 

α1＝2×α×Ｘ/Ｌ 

 

 α1：測定点におけるｷｬﾝﾊﾞｰの最大許容誤差(mm) 

   ただし，α1が5mm を下まわる場合α1を 5mm としても

よい。 

α：支間長に対するｷｬﾝﾊﾞｰの最大許容誤差(mm)  

   （仮組立の精度表の製作ｷｬﾝﾊﾞｰの最大値） 

 Ｘ：支点から測定点での水平距離（ｍ） 

 Ｌ：支間長（ｍ） 

 

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

  

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ｌ 

ｂ（ＭＡＸ） 

  ｂ（ＭＡＸ） 
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

５
水
管
橋
上
部
工
（
製
作
） 

2. 

仮 

組 

立 

Ａ 5. 補剛部材の 

高さ 

 

 

 

 

Ｈ≧2.5ｍ 

◯±1／500×Ｈ 

Ｈ＜2.5ｍ 

◯±５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パイプビーム形式 補剛形式 

－ 各支点及び支間中央付近

を測定する。 

Ｈ：補剛部材の高さ(mm) 

Ｂ：桁・トラスの中心間  

  距離(mm) 

Ａ 6. 桁，トラス 

の中心間 

距離 

Ｂ≧２ｍ 

◯±1／500×Ｂ 

Ｂ＜２ｍ 

◯±４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 7. 補剛部材の 

鉛直度 

Ｈ≧２ｍ 

◯±1／500×Ｈ 

Ｈ＜２ｍ 

◯±４ 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１ 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ｂ 

Ｂ 

Ｈ 

 

 

Ｈ 

Ｂ 

 

 

Ｈ 

Ｂ 
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工  種 分類 

 

項  目 

 

管理基準値 

（ｍｍ） 
測  定  基  準 

５
水
管
橋
上
部
工
（
架
設
） 

1. 

支 

承 

 鋼橋に準ず

る。 

 

  

2. 

架 

設 

工 

Ａ 

 

1. 全長及び支 

間長 

◯＋(10＋Ｌ/2) 

◯－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全数測定する。 

Ｌ：全長または支間長（ｍ） 

Ａ 2. 架設キャン 

バー 

Ｌ≦20 

◯＋１５ 

20＜Ｌ≦40 

◯＋２５ 

Ｌ＞40 

◯＋３５ 

◯－側は認めな

い。 

 

 

 

 

 

ｷｬﾝﾊﾞｰ折曲り点を測定する。 

Ｌ：支間長（ｍ） 

 

Ａ 3. 軸心の曲が 

り 

５+Ｌ/5以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１スパン毎の最大部を測定する。 

Ｌ：支間長（ｍ） 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 

 

適  要 

 
結果一覧表 

によるもの 

点 検 表 

によるもの 

 

 

 

   

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場製作と同じ  

様式１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場製作と同じ  
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６．電気設備 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

６
電
気
設
備
（
製
作
） 

1. 配電盤類 

(1) 高圧閉鎖 

配電盤 

(2) 低圧閉鎖 

配電盤 

(3) 高圧電動 

機盤 

(4) コントロ 

ールセン 

タ 

(5) 監視制御 

盤 

(6) 継電器盤 

 

(7) 操作盤 

 1. 外観構造 

 

  

Ｂ (1) 外 観 

 

 汚れ、変形、損傷等がなく良好な仕上がりである

こと。 

Ｂ (2) 保護構造、 

形式 

 保護構造、形式に対する条件を満足しているこ

と。 

Ｂ (3) 外形寸法  外形寸法がＪＥＭ１４５９の許容差以内である

こと。 

Ｂ (4) 材質・板 

厚 

 金属製であるとともに承諾図書に示された板厚

であること。 

Ｂ (5) 取付器具  承諾図書に示された規格の器具が所定の位置に

適切な方法により固定されていること。 

Ｂ (6) 配 線  承諾図書のとおり配線されているとともに接続

部において断線、接触不良、接続の外れ等が生じ

ていないこと。 

Ｂ (7) 銘 板 

  記入事項 

 承諾図書と一致していること。 

2. 変圧器 

（単体設置） 

 1. 外観構造 

 

  

Ｂ (1) 外 観 

 

 汚れ、変形、損傷等がなく良好な仕上がりである

こと。 

Ｂ (2) 外形寸法 

 

 製造者の基準による。 

Ｂ (3) 取付部品  承諾図書に示された規格の部品が所定の位置に

適切な方法により取付られていること。 

 
 
 
 

3. 直流電源  

装置 

(1) 整流器 

 1. 外観構造 

 

  

Ｂ (1) 外 観 

 

 汚れ、変形、損傷等がなく良好な仕上がりである

こと。 

Ｂ (2) 保護構造  保護構造に対する条件を満足していること。 

 

Ｂ (3) 外形寸法  外形寸法がＪＥＭ１４５９の許容差以内である

こと。 

Ｂ (4) 材質・板

厚 

 金属製であるとともに承諾図書に示された板厚

であること。 

Ｂ (5) 取付器具  承諾図書に示された規格の器具が所定の位置に

適切な方法により固定されていること。 

Ｂ (6) 配 線 

 

 承諾図書のとおり配線されているとともに接続

部において断線、接触不良、接続の外れ等が生じ

ていないこと。 

 



 - 465 - 

 
管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 
 

 い 
 

 

 

 

様式１－４ 外観を目視により確認する。 
 

 

 

 

様式１－４ 構造を目視により確認する。 
 

 

様式１－２  外形寸法をスケールにより測定する。 
 

 

 

 
様式１－４ 材質・板厚が所定のものであることを確認する。 

 
 

 

 

様式１－４ 取付器具の規格及び取付状態を目視、場合によりスケール等で

確認する。 
 

 様式１－４ 配線状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

様式１－４ 銘板の用語及び文字記入内容を目視により確認する。 

 

 

  い 
あ 

 

 

 

様式１－４ 外観を目視により確認する。 

 

 

様式１－２  

 

主要外形寸法をスケールにより測定する。 

 

 

 様式１－４ 取付部品の規格及び取付状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 い 
 

 

 

 

様式１－４ 外観を目視により確認する。 

 

 

 

 

様式１－４ 構造を目視により確認する。 

 

 

様式１－２  

 

外形寸法をスケールにより測定する。 

 

 

 

 

様式１－４ 材質・板厚が所定のものであることを確認する。 

 

 

 

 

様式１－４ 取付器具の規格及び取付状態を目視、場合によりスケール等で

確認する。 

 

 

 

 

様式１－４ 配線状態を目視により確認する。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

６
電
気
設
備
（
製
作
） 

 Ｂ (7) 銘板記入 

事項 

 承諾図書と一致していること。 

(2) 蓄電池  1. 外観構造 

 

  

Ｂ (1) 外 観 

 

 承諾図書に示す電池の種類であるとともに汚れ、

損傷がないこと。 

Ｂ (2) 外形寸法  

 

製造者の基準による。 

4. ＵＰＳ電 

源装置（イ 

ンバータ、 

切替装置） 

 1. 外観構造 

 

  

Ｂ (1) 外 観 

 

 汚れ、変形、損傷等がなく良好な仕上がりである

こと。 

Ｂ (2) 保護構造  

 

保護構造に対する条件を満足していること。 

Ｂ (3) 外形寸法  外形寸法がＪＥＭ１４５９の許容差以内である

こと。 

Ｂ (4) 材質・板 

厚 

 金属製であるとともに承諾図書に示された板厚

であること。 

Ｂ (5) 取付器具  承諾図書に示された規格の器具が所定の位置に

適切な方法により固定されていること。 

Ｂ (6) 配 線  承諾図書のとおり配線されているとともに接続

部において断線、接触不良、接続の外れ等が生じ

ていないこと。 

Ｂ (7) 銘板記入 

事項 

 承諾図書と一致していること。 

5. 予備発電 

装置 

 1. 外観構造 

 

  

Ｂ (1) 外観  汚れ、変形、損傷等がなく良好な仕上がりである

こと。 

Ｂ (2) 外形寸法  

 

製造者の基準による。 

Ｂ (3) 取付部品  承諾図書に示された規格の部品が所定の位置に

適切な方法により固定されていること。 

(1) 発電機 

単体 

 1. 外観構造 

 

  

Ｂ (1) 外観 

 

 汚れ、変形、損傷等がなく良好な仕上がりである

こと。 

Ｂ (2) 外形寸法  

 

製造者の基準による。 

Ｂ (3) 取付部品 

 

 

 承諾図書に示された規格の部品が所定の位置に

適切な方法により固定されていること。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 様式１－４ 銘板の用語及び文字記入内容を目視により確認する。 

 

 
 

  い 
 

 

 様式１－４ 外観を目視により確認する。 

 

 

 様式１－４ 外形寸法をスケールにより確認する。 

 

 

   
 

 

 様式１－４ 外観を目視により確認する。 

 

 

 様式１－４ 構造を目視により確認する。 

 

 

様式１－２  外形寸法をスケールにより測定する。 

 

 

 様式１－４ 材質・板厚が所定のものであることを確認する。 

 

 

 

 

様式１－４ 取付器具の規格及び取付状態を目視、場合によりスケール等で

り確認する。 

 

 

 

 

様式１－４ 配線状態を目視により確認する。 

 

 

 

 様式１－４ 銘板の用語及び文字記入内容を目視により確認する。 

 

 

 

 

   

 様式１－４ 外観を目視により確認する。 

 

 

様式１－２  主要外形寸法をスケールにより測定する。 

 

 

 様式１－４ 取付部品の規格及び取付状態を目視により確認する。 

 

 

  

 

  

 様式１－４ 外観を目視により確認する。 

 

 

様式１－２  主要外形寸法をスケールにより測定する。 

 

 

 様式１－４ 取付部品の規格及び取付状態を目視により確認する。  
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

６
電
気
設
備
（
据
付
） 

1. 配電盤類 

(1) 高圧閉鎖 

配電盤 

(2) 低圧閉鎖 

配電盤 

(3) 高圧電動 

機盤 

(4) コントロ 

ールセン 

タ 

(5) 監視制御 

盤 

(6) 継電器盤 

(7) 操作盤 

 1. 据付外観 

 

  

Ｂ (1) 据付状態  1. 承諾図書に示す所定の位置に据付られている

こと。 

2. 据付水平度等が許容値以内であること。 

  （製造者の基準による。） 

3. アンカーボルト等で堅固に固定されているこ

と。 

Ｂ (2) 外観状態  1. 変形、損傷していないこと。 

2. 取付器具及び収納機器が破損又は外れていな

いこと。 

3. 配線接続部に断線、接触不良、接続外れ、混

触が生じていないこと。 

4. 異物が混入していないこと。 

5. 塗装のはがれ、汚れ、変色等がないこと。 

2. 変圧器 

（単体設置） 

 1. 据付外観 

 

  

Ｂ (1) 据付状態  1. 承諾図書に示す所定の位置に据付られている

こと。 

2. 据付水平度等が許容値以内であること。 

  （製造者の基準による。） 

3. アンカーボルト等で堅固に固定されているこ

と。 

Ｂ (2) 外観状態  1. 変形、損傷していないこと。 

2. 取付器具が破損していないこと。 

3. 配線接続部に断線、接触不良、接続外れ、混

触が生じていないこと。 

4. 塗装のはがれ、汚れ、変色等がないこと。 

3. 直流電源  

装置（キュ 

ービクル 

形）及びＵ 

ＰＳ電源 

装置 

 1. 据付外観 

 

  

Ｂ (1) 据付状態  

 

配電盤類に準ずる。 

Ｂ (2) 外観状態  

 

配電盤類に準ずる。 

4. 予備発電 

装置（発電 

機、ディー 

ゼル機関） 

 1. 据付外観 

 

  

Ｂ (1) 据付状態  1. 承諾図書に示す所定の位置に据付られている

こと。 

2. 据付水平度等が許容値以内であること。 

  （製造者の基準による。） 
3. アンカーボルト等で堅固に固定されているこ

と。 
4. 防震装置が設けられていること。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

  

 

  

 様式１－４ 据付状態を目視、スケール等により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 外観状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 様式１－４ 据付状態を目視、スケール等により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 外観状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

  

 

  

 様式１－４ 配電盤類に準ずる。 

 

 

 様式１－４ 配電盤類に準ずる。 

 

 

 

 

   

 

 

様式１－４ 据付状態を目視、スケール等により確認する。  

様式１－２  

 

据付状態を目視、スケール等により確認する。  

 

 

様式１－４ 据付状態を目視、スケール等により確認する。  

 

 

 

様式１－４ 据付状態を目視、スケール等により確認する。  

 



 - 470 - 

 

工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

６
電
気
設
備
（
据
付
） 

 Ｂ (2) 外観状態  1. 変形、損傷していないこと。 

2. 配線接続部に断線、接触不良、接続外れが生

じていないこと。 

3. 配管の布設に異常がないこと。 

4. 塗装のはがれ、汚れ、変色等がないこと。 

5. 所轄消防署の指示事項を満足していること。 

5. 器具（分電 

盤、照明器 

具等） 

Ｂ 1. 取付状態  1. 承諾図書に示す所定の位置に取付けられてい

ること。 

2. 堅固に取付けられているとともに必要な接地

が施されていること。 

3. 変形、損傷していないこと。 

4. 配線接続部に断線、接触不良、接続外れ、混

触が生じていないこと。 

5. 塗装のはがれ、汚れ、変色等がないこと。 

6. 配線工事 

(1) 配線 

Ｂ 1. 配線状態  1. よじれ、キンク、被覆の損傷がなく、整然と

布設されていること。 

2. 高圧、低圧、制御、計装ケーブルが混触して

配線されていないこと。 

3. ケーブル支持、結束が適切に行われているこ

と。 

4. ハンドホール、マンホール内ではケーブルに

余裕があること。 

5. 指示された箇所に線名札（ケーブル規格、行

先等を表示した札）が適切に取付けられている

こと。 

Ｂ 2. 端末処理状 

態 

 1. 施工条件に合致した端末処理材料が使用され

ていること。 

2. 端末処理は製造者の基準に基づいて行われて

いること。 

3. ケーブルの相色別、マークバンド、名札等が

適切に取付けられていること。 

(2) ラック・ 

ダクト 

Ｂ 1. 取付状態 

 

水平支持間隔 

ラック 

  鋼  製 

  アルミ製 

ダクト 

 

垂直支持間隔 

ラック 

  鋼  製 

  アルミ製 

ダクト 

 

 

 

 

2,000以下 

1,500以下 

3,000以下 

 

 

 

3,000以下 

3,000以下 

3,000以下 

1. ケーブルを損傷するような突起物がないこ

と。 

2. ラック・ダクトの変形及び塗装面にキズ等の

欠陥がないこと。 

3. 電圧種別等に基づく（高圧、低圧、制御・計

装）隔壁（セパレータ）が設けられていること。 

4. 堅固に取付けられているとともに必要な箇所

に伸縮継手、接地が施されていること。 

5. 支持間隔が適正であること。 

支持間隔については施工延長おおむね 50ｍ

につき１箇所の割合で測定する。 

上記未満は２箇所測定する。 

 



 - 471 - 

 
管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 様式１－４ 外観状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 取付状態を目視、スケール等により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 配線状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 端末処理状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 取付状態を目視、スケール等により確認する。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

６
電
気
設
備
（
据
付
） 

(3) 露出配管 

（電線管） 

Ｂ 1. 取付状態 

 

支持間隔 

鋼製電線管 

硬質ビニル電

線管 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000以下 

1,500以下 

1. 曲げ箇所につぶれがないこと。 

2. 管相互及び器具等とは付属品にて堅固に接続

され整然と布設されていること。 

3. 必要な箇所に伸縮継手、接地が施されている

こと。 

4. 他の配管（ガス、水、油等）と接近、交差す

る場合は接触しないこと。 

5. 曲げ半径は管径の６倍以上であること。 

6. 曲げ角度は１箇所 90°以内で１区間合計が

270°以内であること。 

7. １区間の曲がり箇所が４箇所以上又は管長が

30ｍを超え、電線、ケーブルの引入れが困難な

箇所にはプルボックス等が設けられているこ

と。 

8. 管端には適切な付属品（ブッシング等）を使

用して電線、ケーブルに損傷を与えないこと。 

9. 支持間隔が適正であること。 

支持間隔については施工延長おおむね50ｍ 

につき１箇所の割合で測定する。 

上記未満は２箇所測定する。 

10.塗装されていること。 

11.鋼製電線管は管相互及びボックスその他付属 

品と電気的に完全に接続されていること。 

(4) コンクリ 

ート埋設 

配管 

（電線管） 

Ｂ 1. 取付状態 

 

スラブ厚さと

配管寸法 

はつり配管の

被り深さ 

管相互間隔 

 

 

Ｔ/４以下 

 

30以上 

 

25以上 

露出配管に示す1～9の他に下記の項目とするこ

と。 

1.コンクリート埋設の場合の関係寸法が適正で

あること。 

 

（Ｔ：スラブ厚さ(mm)） 

(5) 地中電線 

路（波付 

硬質ポリ 

エチレン 

管等） 

Ｂ 1. 布設状態 

 

直接埋設式 

車両その他の

重量物の圧力

を受ける恐れ

がある場合 

 

その他の場所 

 

管路式 

車両等の重量

物の圧力に耐

える管を使用

する場合 

 

 

 

 

1,200以上 

 

 

 

600以上 

 

 

 

300以上 

1. 埋設深さは適正であること。 

2. 埋設シート、埋設標柱は適切に設けられてい

ること。 

3. 管相互の隔離は適正であるとともに整然と布

設されていること。 

4. 管路につぶれ等が生じないように適正な方法

で施工されていること。 

5. 埋設管には必要に応じ防食処理が施されてい

ること。 

6. 管端には適切な付属品（ベルマウス等）を使

用して電線、ケーブルに損傷を与えないこと。 

 

［電気設備の技術基準の解釈第134条 JIS C 

 3653］ 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 様式１－４ 取付状態を目視、スケール等により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 

 

 

 

 

 

 

取付状態を目視、スケール等により確認する。  

様式１－１ 様式１－４ 布設状態を目視、スケール等により確認する。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

６
電
気
設
備
（
据
付
） 

(6) 地中電線 

路（トラ 

フ） 

Ｂ 1. 布設状態  波付硬質ポリエチレン管に示す１～４の他に下

記の項目とすること。 

1. トラフ内に砂が充填されていること。 

2. トラフの蓋は本体と継ぎ目をずらせて布設さ

れていること。 

(7) マンホー 

ル、ハン 

ドホール 

Ｂ 1. 構造及び 

据付状態 

 

 1. 施設場所に応じた構造のものを設置している

こと。 

2. 基礎処理が適切であること。 

3. 水の進入及び排水を十分考慮したものとなっ

ていること。 

4. 地中電線管との取合い部分の施工が適切に行

われていること。 

5. ケーブル支持金物、タラップが取付けられて

いること。 

（□1200㎜又は、深さ1200㎜以上について適

用） 

(8) ピット Ｂ 1. 構 造  1. 縁金物の取付けが適切であること。 

2. 内面仕上げはケーブルに損傷を与えないもの

となっていること。 

3. 蓋は容易にあけられるものとなっているこ

と。 

(9) その他 

（貫通部 

処理等） 

Ｂ 1. 処理状態  1. 屋外貫通部は防水処理されていること。 

2. 防火区画の貫通部処理はその壁や床に応じた

耐火性能を保持させるべく防火処理が施され

ていること。 

7. 接地工事 Ｂ 1. 接地の状態  電気設備技術基準に示す施設場所に応じた接地

が施されていること。 

Ｂ 2. 接地極状態  1. 接地極材料は銅板又は銅棒を使用しているこ

と。 

2. 接地極と接地線の接続は銀ろう付け又は銅テ

ルミット溶接によっていること。 

3. 接地極の埋設深さは75cm以上であること。 

4. 接地極の間隔は2.0ｍ以上であること。 

5. 接地線立上りにおいて、人の触れる恐れのあ

る場所の接地線は地表下75cmから地表上２ｍ

までを硬質ビニル管で保護する。 

  又、外傷を受ける恐れのある接地線も硬質ビ

ニル管で保護する。 

6. 接地極毎に種類、位置、抵抗値を示す表示板，

標柱等を設けること。 

8. 架空電線路 

 

(1) 建柱・装 

柱 

Ｂ 1. 建柱状態 

 

電柱全長 

 15ｍ以下 

 

 

 

 

全長の 1/6ｍ以

上 

1. 根入れ深さ、根かせ等の取付けは適正である

こと。 

2. 傾斜がはなはだしくないこと。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

様式１－１ 様式１－４ 布設状態を目視、スケール等により確認する。 

 

 

 

２ 

 

 様式１－４ 構造及び据付状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 構造を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 処理状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 様式１－４ 各機器等の設置の状態を目視により確認する。 

 

 

 様式１－４ 施工状態を目視、スケール等により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様式１－４ 建柱状態を目視により確認する。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

６
電
気
設
備
（
据
付
） 

   15ｍ超過 

 

2.5ｍ以上 

 

［電気設備の技術基準の解釈第58条］ 

Ｂ 2. 装柱状態  1. 取付金具類（腕金、碍子、バンド等）は堅固

に取付けられていること。 

2. 足場ボルトが地上 1.8ｍ未満に設けられてい

ないこと。 

(2) 架設 Ｂ 1. 架線状態 

 

道路（農道そ

の他交通のは

げしくない道

路及び横断歩

道橋は除く）

の横断 

鉄道又は軌道

の横断 

横断歩道橋の

上に設置 

(高圧) 

 

(低圧) 

 

上記以外の場

合 

 

 

 

 

地表上 6.0ｍ以

上 

 

 

軌条面上 5.5ｍ

以上 

 

 

路面上 3.5ｍ以

上 

路面上 3.0ｍ以

上 

地表上 5.0ｍ以

上（特例4.0ｍ） 

1. 架線の高さは適正であること。 

架線の高さについては各径間毎に確認する。 

2. 電線は絶縁電線又はケーブルを使用している

こと。 

3. 高圧・低圧・弱電流電線相互及び建造物との

離隔距離が適切であること。 

4. 電線等は適切な方法で固定されていること。 

5.架線は風圧荷重を考慮した弛度を有している

こと。 

 

［電気設備の技術基準の解釈第68条］ 

(3) 支線・支 

柱 

Ｂ 1. 取付状態  1. 取付け方向、位置は適切であること。 

2. 支線にゆるみがないこと。 

3. 玉碍子が取付けられていること。 

4. 根かせ、ブロック等は適切な深さに埋設され

ていること。 

5. 電柱と支線、支柱との取付けが適正であるこ

と。 

6. 支線カバーが取付けられていること。 

(4) 引込線等 Ｂ 1. 引込線状 

 態 

 

道路（農道そ

の他交通のは

げしくない道

路及び横断歩

道橋は除く）

の横断 

(高圧) 

 

(低圧) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路面上 6.0ｍ以

上(特例3.5ｍ) 

路面上 5.0ｍ以

上(特例3.0ｍ) 

1. 架線の高さは適正であること。 

架線の高さについては各径間毎に確認する。 

2. その他の項目は架線2～3に準ずる。 

 

［電気設備の技術基準の解釈第97,99条］ 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

  

 

  

 様式１－４ 装柱状態を目視により確認する。 

 
 
 

 

 様式１－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

架線の地表上の高さ、電線の種類等を目視、スケール等により 

確認する。 

 

 

 

 

 

１ 
 
 
 

様式１－４ 取付状態を目視、スケール等により確認する。  

 様式１－４ 引込線の地表上の高さ、電線の種類等を目視、スケール等によ 

り確認する。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

６
電
気
設
備
（
据
付
） 

  鉄道又は軌道

の横断 

横断歩道橋の

上に設置 

(高圧) 

 

(低圧) 

 

上記以外の場

合 

(高圧) 

 

(低圧) 

軌条面上 5.5ｍ

以上 

 

 

路面上 3.5ｍ以

上 

路面上 3.0ｍ以

上 

 

 

地表上 5.0ｍ以

上（特例3.5ｍ） 

地表上 4.0ｍ以

上（特例2.5ｍ） 

 

Ｂ 2. 取引用計 

器の取付 

状態 

 1. 取付高さは地表上1.8ｍ以上2.2ｍ以下の範囲

であること。 

2. 取付位置は検針、保守、調査（検査）の容易

な場所であること。 

Ｂ 3. 区分開閉器 

の施設状 

況 

 1. 保安上の責任分界点として区分開閉器（不燃

性絶縁物を使用したもの）が設置されているこ

と。 
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管  理  方  式 

測  定  個  所  標  準  図 
 

摘  要 
 

結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

  
 
あ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 様式１－４ 取付高さ、位置を目視、スケール等により確認する。 

 

 

 

 

 様式１－４ 施設状況を目視により確認する。  
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７．水管理制御システム 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

７
水
管
理
制
御
シ
ス
テ
ム
（
製
作
） 

1. 情報処理 
設備 

(1) データ処 
理装置 

(2) 補助記憶 

装置 

(3) 入出力処 

理装置 

(4) 表示記録 

端末装置 
(5) プリンタ 

 

 1. 外観構造 
 

 

 

 

Ｂ (1) 外 観 
 

 

 

汚れ、変形、損傷等がなく良好な仕上がりで 
あること。 

Ｂ (2) 構 造 
 

 

 
承諾図書に示された構造であるとともにかん 
合部が滑らかに動作すること。 

Ｂ (3) 外形寸法 
 

 

 
外形寸法がＪＥＭ１４５９の許容差以内であ 
ること。 

Ｂ (4) 材質・板 
厚 

 

 

金属製であるとともに承諾図書に示された板 
厚であること。 

Ｂ (5) 取付機器 
 （器具） 
 

 

 

 

承諾図書に示された規格の機器（器具）が所 
定の位置に適切な方法により固定されている 
こと。 

Ｂ (6) 配 線 
 
 

 

 

 

承諾図書のとおり配線されているとともに接 
続部において断線、接触不良、接続の外れ等 
が生じていないこと。 

Ｂ (7) 銘板（器 
具）記入 
事項 

 

 

 

承諾図書と一致していること。 
 
 

2. 監視操作 

設備 

(1) 操作卓 

(2) 監視盤 

（グラフィ 

ックパネ 

ル、ミニ 

グラフィ 

ックパネル） 

(3) 大型表示 

装置 

(4) 警報表示盤 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 外観構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 情報処理設備に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 情報伝送 

設備 

(1) テレメー 

タ、テレ 

メータ・ 

テレコン 

トロール 

装置（ＴＭ， 

ＴＭ・Ｔ 

Ｃ装置） 

(2) データ転 

送装置 

(3) 入出力中 

継装置 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 外観構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 情報処理設備に準ずる。 
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管  理  方  式 
測  定  個  所  標  準  図 

 
摘  要 

 
結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 

 

 

 

 

補助記憶装置の外観構造はデータ処理装置と組合せて行う。 
［管理におけ 
る共通事項］ 
1.機器（装置）
の検査及び
試験は、全数
実施するも
のとする。 

 

 

 

様式１－４ 外観を目視により確認する。 
 

 

 

様式１－４ 構造及び扉の開閉等かん合部を確認する。 
なお、表示記録端末装置、プリンタは除く。 

様式１－２  

 

外形寸法をスケールにより測定する。 
 

 

 

様式１－４ 材質・板厚が所定のものであることを確認する。 
なお、表示記録端末装置、プリンタは除く。 

 

 

 

様式１－４ 取付機器（器具）の規格及び取付状態を目視、スケールに 
より確認する。 
なお、表示記録端末装置、プリンタは除く。 

 

 

 

様式１－４ 

 
配線状態を目視により確認する。 
なお、表示記録端末装置、プリンタは除く。 
 

 

 

 

様式１－４ 銘板（器具）の用語及び文字記入内容を目視により確認す 
る。 
なお、表示記録端末装置は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

ミニグラフィックパネルについては、(2)構造、(7)銘板 

（器具）記入事項は除く。 

大型表示装置については、(2)構造、(4)材質・板厚、(5)取 

付機器（器具）、(6)配線は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

屋外設置機器の(2)構造については、承諾図書に示された保 

護構造であること。 

設定値制御装置については、(2)構造、(5)取付機器（器具） 

は除く。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

７
水
管
理
制
御
シ
ス
テ
ム
（
製
作
） 

(4) 対孫局中 

継装置 

(5) 孫局装置 

(6) 設定値制 

御装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 雨水テレメ 

ータ・放流 

警報設備 

（河川管 

理用） 

(1) 雨水テレ 

メータ装置 

(2) 放流警報 

装置 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

1. 外観構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 無線設備 

(1) 無線装置 

(2) 移動無線 

装置 

(3) 無線中継 

装置 

Ｂ 

 

 

 

 

1. 外観構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

 

 

 

 

 

6. ＣＣＴＶ 

設備 

(1) ＣＣＴＶ 

装置 

Ｂ 

 

 

1. 外観構造 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

 

 

 

7. 電源設備 

(1) ＵＰＳ電 

源装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設機械工事等施工管理基準、６電気設備、 

4.ＵＰＳ電源装置に基づき実施する。 

 

(2) 小型ＵＰ 

Ｓ電源装 

置 

 

 

 

 

 

 

製造者の規格値の範囲内であること。 

 

(3) 耐雷トラ 

ンス 

 

 

 

 

 

 

製造者の規格値の範囲内であること。 

 

(4) 直流電源 

装置 

［DC12V］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設機械工事等施工管理基準、６電気設備、 

3.直流電源装置に基づき実施する。 

 

(5) 直流電源 

装置 

［DC24V］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設機械工事等施工管理基準、６電気設備、 

3.直流電源装置に基づき実施する。 

 

(6) 太陽電池 

電源装置 

 

 

 

 

 

 

製造者の規格値の範囲内であること。 

 

(7) 蓄電池 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設機械工事等施工管理基準、６電気設備、 

3.直流電源装置に基づき実施する。 
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管  理  方  式 
測  定  個  所  標  準  図 

 
摘  要 

 
結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

屋外設置機器の(2)構造については、承諾図書に示された保 

護構造であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

無線装置については、(2)構造、(3)外形寸法、(4)材質・板 

厚、(5)取付機器（器具）、(6)配線は除く。 

移動無線装置については、(5)取付機器（器具）は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－４ 製造者の試験成績書により確認する。 

 
 

 

 

 

様式１－４ 製造者の試験成績書により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－４ 製造者の試験成績書により確認する。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

７
水
管
理
制
御
シ
ス
テ
ム
（
製
作
） 

8. 計測設備 

(1) フロート 

式水位計 

（ﾎ゚ ﾃﾝｼｮ式） 

(2) フロート 

式水位計 

（ｼﾝｸﾛ式） 

(3) フロート 

式水位計 

（ﾃ゙ ｨｼ゙ ﾀﾙ式） 

(4) フロート 

式水位計 

（水研62 

型） 

(5) 静電容量 

式水位計 

(6) 圧力式水 

位計 

（半導体 

式） 

(7) 圧力式水 

位計（ｾﾗ 

ﾐｯｸ式） 

(8) 圧力式水 

位計（差 

動ﾄﾗﾝｽ式） 

(9) 圧力式水 

位計（水 

晶式） 

(10)測定柱式 

水位計 

(11)超音波式 

水位計 

(12)電波式水 

位計 
(13)電磁式流 

量計 

(14)超音波式 
流量計 

（管路用） 

(15)超音波式 
流量計 

（開渠用） 

(16)圧力計 
(17)雨量・雨 

雪量計 

 
1. 外観構造 

 

 

 
 

Ｂ (1) 外 観 

 

 

 

汚れ、変形、損傷等がなく良好な仕上がりで 
あること。 

Ｂ 

 

(2) 構 造 

 

 

 

 

 

承諾図書に示された構造に対する条件を満足 
していること。（検出部は防水構造であるこ 
と。） 

Ｂ (3) 外形寸法 
 

 

 

外形寸法が製造者基準の許容差以内であるこ 
と。 

Ｂ (4) 材質・板 
厚 

 

 

主に金属製であるとともに承諾図書に示され 
た板厚であること。 

Ｂ 

 

(5) 取付機器 

 （器具） 

 

 

 

 

承諾図書に示された規格の機器（器具）が所 
定の位置に適切な方法により固定されている 
こと。 

Ｂ 

 

(6) 配 線 

 

 

 

 

 

承諾図書のとおり配線されているとともに接 
続部において断線、接触不良、接続の外れ等 
が生じていないこと。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 銘板（器 

具）記入 
事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承諾図書と一致していること。 
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管  理  方  式 
測  定  個  所  標  準  図 

 
摘  要 

 
結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 

 

 

 

 

 

計測設備固有 

の規格事項は、 

専門メーカの 

試験成績書を 

もって代える 

ことができる。 

 

 

様式１－４ 外観を目視により確認する。 

 

 

 

 

様式１－４ 

 

構造を目視及び製造者資料により確認する。 

 

 

様式１－２  

 

外形寸法をスケールにより測定する。 

 

 

 

様式１－４ 材質・板厚が所定のものであることを確認する。 

 

 

 

 

様式１－４ 

 

取付機器（器具）の規格及び取付状態を目視、スケールに 

より確認する。 

 

 

 

 

様式１－４ 

 

配線状態を目視により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銘板（器具）の用語及び文字記入内容を目視により確認す 

る。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

７
水
管
理
制
御
シ
ス
テ
ム
（
据
付
） 

1. 情報処理 
設備 

(1) データ処 
理装置 

(2) 補助記憶 

装置 
(3) 入出力処 

理装置 
(4) 表示記録 

端末装置 
(5) プリンタ 

 

 1. 据付外観 
 

 
 

 
 

Ｂ 
 
 
 

(1) 据付状態 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. 承諾図書に示す所定の位置に据付けられ 
ていること。 

2. 据付水平度等が適切であること。 
3. 倒壊又は移動に対して適切な方法で固定 
されていること。 

Ｂ 
 
 
 
 
 

(2) 外観状態 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 変形、損傷していないこと。 
2. 取付器具及び収納機器が破損又は外れて 
いないこと。 

3. 配線接続部に断線、接触不良、接続外れ、 
混触が生じていないこと。 

4. 異物が混入していないこと。 
5. 塗装のはがれ、汚れ、変色等がないこと。 

2. 監視操作 

設備 
(1) 操作卓 

(2) 監視盤 

 （グラフィ 

 ックパネル 

 、ミニグラ 

 フィックパ 

 ネル） 

(3) 大型表示 

装置 
(4) 警報表示 

盤 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 据付外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 情報伝送 

設備 
(1) テレメー 

タ、テレ 
メータ・ 
テレコン 
トロール 
装置（Ｔ 
Ｍ，Ｔ 
Ｍ・ＴＣ 
装置） 

(2) 網制御装 

置 

(3) データ転 

送装置 

(4) 入出力中 

継装置 

(5) 対孫局中 

継装置 

(6) 孫局装置 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 据付外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 
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管  理  方  式 
測  定  個  所  標  準  図 

 
摘  要 

 
結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

様式１－４ 
 
 
 

据付状態を目視、スケール等により確認する。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

様式１－４ 
 
 
 
 
 

外観状態を目視により確認する。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 

網制御装置の(2)外観状態については、収納される装置で確 

認する。 

設定値制御装置については、(1)据付状態、(2)外観状態の 

２項は除く。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

７
水
管
理
制
御
シ
ス
テ
ム
（
据
付
） 

(7) 設定値制 
御装置 

  
 

 
 

 
 

4. 雨水テレ 

メータ・放 

流警報設 

備（河川管 

理用） 

(1) 雨水テレ 

メータ装 
置 

(2) 放流警報 

装置 

(3) サイレン 

装置 
(4) 拡声装置 

(5) 集音マイ 

ク 

(6) 回転灯 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 据付外観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.情報処理設備に準ずる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 無線設備 
(1) 無線装置 
(2) 移動無線 

装置 
(3) 無線中継 

装置 
(4) 空中線設 

備 

Ｂ 
 
 
 
 
 
 

1. 据付外観 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.情報処理設備に準ずる。 
なお、空中線設備の(1)据付状態については、 
次のとおりとする。 
1. 承諾図書に示す所定の位置（高さ、方向） 
 に据付けられていること。 
2. 取付器具等で堅固に固定されていること。 
 
 

6. ＣＣＴＶ 
設備 

(1) ＣＣＴＶ 
装置 

Ｂ 
 
 

1. 据付外観 
 
 
 

 
 
 
 

1.情報処理設備に準ずる。 
 
 
 

7. 電源装置 
(1) ＵＰＳ電 

源装置 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

施設機械工事等施工管理基準、６電気設備、 
3.直流電源装置及びＵＰＳ電源装置に基づき 
実施する。 

(2) 小型ＵＰ 
Ｓ電源装 
置 

 
 

 
 

 
 

施設機械工事等施工管理基準、６電気設備、 
3.直流電源装置及びＵＰＳ電源装置に基づき 
実施する。 

(3) 耐雷トラ 
ンス 

 
 
 

Ｂ 
 

1. 据付外観 
(1) 据付状態 
(2) 外観状態 

 
 
 

1.情報処理設備に準ずる。 
 
 

Ｂ (3) 配線状態 
 

 
 

原則として一次側電源線と二次側電源線は離 
して配線する。 

(4) 直流電源 
装置 

 ［DC12V］ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

施設機械工事等施工管理基準、６電気設備、 
3.直流電源装置及びＵＰＳ電源装置に基づき実
施する。 

(5) 直流電源 
装置 

 ［DC24V］ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

施設機械工事等施工管理基準、６電気設備、 
3.直流電源装置及びＵＰＳ電源装置に基づき実
施する。 
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管  理  方  式 
測  定  個  所  標  準  図 

 
摘  要 

 
結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式１－４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.情報処理設備に準ずる。 
サイレン装置、拡声装置、集音マイク、回転灯については、 
(1)据付状態の２項は除く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

様式１－４ 
 
 
 
 
 
 

1.情報処理設備に準ずる。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

様式１－４ 
 
 

1.情報処理設備に準ずる。 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

様式１－４ 
 
 

1.情報処理設備に準ずる。 
 
 

 
 
 

 
 

様式１－４ 入出力ケーブル、アース線の配線方法を目視により確認す 
る。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

７
水
管
理
制
御
シ
ス
テ
ム
（
据
付
） 

(6) 太陽電池 

電源装置 
 
 

 
 

 
 

7.(3)耐雷トランスに準ずる。 
 

(7) 蓄電池 

 
 

 
 
 

 

 

施設機械工事等施工管理基準、６電気設備、 

3.直流電源装置及びＵＰＳ電源装置に基づき実

施する。 

8. 計測設備 

(1) フロート 

式水位計 

（ﾎﾟﾃﾝｼｮ式） 

(2) フロート 

式水位計 

（ｼﾝｸﾛ式） 

(3) フロート 

式水位計 

（ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ 

式） 

(4) フロート 

式水位計 

（水研62） 

型） 

(5) 静電容量 

式水位計 

(6) 圧力式水 

位計（半 

導体式） 

(7) 圧力式水 

位計 

（ｾﾗﾐｯｸ式） 

(8) 圧力式水 

位計（差 

動ﾄﾗﾝｽ 

式） 

(9) 圧力式水 

位計（水 

晶式） 

(10)測定柱式 

水位計 

(11)超音波式 

水位計 

(12)電磁式水 

位計 

(13)電波式流 

量計 

(14)超音波式 

流量計 

（管路用） 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 据付外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 
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管  理  方  式 
測  定  個  所  標  準  図 

 
摘  要 

 
結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 

 
様式１－４ 7.(3)耐雷トランスに準ずる。 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 
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工  種 分類 
 

項  目 
 

管理基準値 
（ｍｍ） 測  定  基  準 

７
水
管
理
制
御
シ
ス
テ
ム
（
据
付
） 

(15)超音波式 

流量計 

（開渠用） 

(16)圧力計 

(17)雨量・雨 

雪量計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 据付外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 
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管  理  方  式 
測  定  個  所  標  準  図 

 
摘  要 

 
結果一覧表 
によるもの 

点 検 表 
によるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１－４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.情報処理設備に準ずる。 
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